
令

和

二

年

六

月

令
和
二
年
六
月
文
京
区
議
会
定
例
議
会
議
案

文

京

区



議
案
第
　
六
　
号
　
　
文
京
区
特
別
区
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
頁

議
案
第
　
七
　
号
　
　
文
京
区
災
害
に
伴
う
応
急
措
置
の
業
務
等
に
従
事
し
た
者
に
対
す
る
損
害
補
償
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
７
頁

議
案
第
　
八
　
号
　
　
文
京
区
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
９
頁

議
案
第
　
九
　
号
　
　
文
京
区
自
転
車
駐
車
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頁

議
案
第
　
十
　
号
　
　
文
京
区
建
設
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頁

議
案
第
十
　
一
号
　
　
文
京
区
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頁

議
案
第
十
　
二
号
　
　
文
京
区
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頁

議
案
第
十
　
三
号
　
　
文
京
区
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頁

議
案
第
十
　
四
号
　
　
文
京
区
立
明
化
小
学
校
等
改
築
工
事
請
負
契
約
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頁

議
案
第
十
　
五
号
　
　
和
解
及
び
損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頁

目
　
　
　
　
　
次

１３１１１５１７１９２１２３





１

議
案
第
六
号

文
京
区
特
別
区
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

令
和
二
年
六
月
四
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

文
京
区
特
別
区
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
文
京
区
特
別
区
税
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
文
京
区
特
別
区
税
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
十
二
月
文
京
区
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
寡
夫
」
を
「
ひ
と
り
親
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
中
「
か
ら
第
十
二
項
ま
で
」
を
「
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
に
、
「
寡
婦
（
寡
夫
）
控
除
額
」
を
「
寡
婦
控
除
額
、
ひ

と
り
親
控
除
額
」
に
、
「
第
七
項
及
び
第
十
二
項
」
を
「
第
六
項
及
び
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
三
百
十
四
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
三
百
十
四
条
の
二
第
四
項
」
に
、
「
こ
の
限
り
で

な
い
」
を
「
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
二
の
見
出
し
中
「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
を
「
扶
養
親
族
申
告
書
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
第
三
号
を
削
り
、

同
項
第
四
号
を
同
項
第
三
号
と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
三
の
見
出
し
中
「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
を
「
扶
養
親
族
申
告
書
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
単

身
児
童
扶
養
者
で
あ
る
者
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
四
号
を
同
項
第
三
号
と
す
る
。

第
四
十
九
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
一
本
当
た
り
の
重
量
が
○
・
七
グ
ラ
ム
未
満
の
葉
巻
た
ば
こ
の
本
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
葉
巻
た
ば
こ
の



２

一
本
を
も
つ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
○
・
七
本
に
換
算
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
九
条
第
四
項
中
「
上
欄
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ
」
の
下
に
「
（
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
葉
巻
た
ば
こ
を
除
く
。
）
」

を
加
え
る
。

第
五
十
一
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
（
法
第
四
百
六
十
九
条
第
一
項
第
三
号
又

は
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
に
、
「
第
十
六
条
の
二
の
三
」
を
「
第
十
六
条
の
二
の
三
第
二
項
」
に
、
「
提
出
し
な
い

場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
」
を
「
提
出
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
適
用
す
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
　
前
項
（
法
第
四
百
六
十
九
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
卸
売
販
売
業
者
等
が
、
同

条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ
の
売
渡
し
又
は
消
費
等
に
つ
い
て
、
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
又
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
前
項
（
法
第
四
百
六
十
九
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
製
造
た
ば
こ
に
係
る
た
ば
こ
税
額
を
記
載
し
、
か
つ
、
施
行
規
則
第
十
六
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る

書
類
を
保
存
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
適
用
す
る
。

第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
中
「
第
五
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

付
則
第
二
条
の
二
中
「
特
例
基
準
割
合
（
当
該
年
の
前
年
に
」
を
「
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
（
平
均
貸
付
割
合
（
」
に
、
「
の

規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
割
合
」
を
「
に
規
定
す
る
平
均
貸
付
割
合
を
い
う
。
）
」
に
改
め
、
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特

例
基
準
割
合
適
用
年
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
当
該
特
例
基
準
割
合
適
用
年
」
を
「
そ
の
年
」
に
、
「
特
例
基
準
割
合
に
」

を
「
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
に
」
に
改
め
る
。

付
則
第
四
条
第
一
項
中
「
か
ら
令
和
三
年
度
ま
で
」
を
「
か
ら
令
和
六
年
度
ま
で
」
に
改
め
る
。

付
則
第
五
条
の
三
中
「
か
ら
令
和
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
」
を
「
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
改
め
る
。

付
則
第
十
条
第
一
項
中
「
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
」
を
加
え
る
。



３

付
則
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
か
ら
令
和
二
年
度
ま
で
」
を
「
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
か
ら
第
三
十
五
条
の
二
ま
で
」
を
「
か
ら
第
三
十
五
条
の
三
ま
で
」
に
改
め
る
。

付
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
徴
収
猶
予
の
特
例
に
係
る
手
続
等
）

第
十
六
条
　
第
五
条
の
三
第
七
項
の
規
定
は
、
法
附
則
第
五
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
二
第
八
項
に
規

定
す
る
条
例
で
定
め
る
期
間
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
条
　
文
京
区
特
別
区
税
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
九
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
○
・
七
グ
ラ
ム
」
を
「
一
グ
ラ
ム
」
に
、
「
○
・
七
本
」
を
「
一
本
」
に
改
め
る
。

付
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
特
例
）

第
十
七
条
　
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の

国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
六
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合

に
お
け
る
付
則
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
令
和
十
五
年
度
」
と
あ
る
の
は
、
「
令
和

十
六
年
度
」
と
す
る
。

（
文
京
区
特
別
区
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
文
京
区
特
別
区
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
元
年
五
月
文
京
区
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
条
中
文
京
区
特
別
区
税
条
例
第
十
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
二
十
五
万
円
」
を
「
百
三
十
五
万
円
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
得
た
金
額
」
の
下
に
「
に
十
万
円
を
加
算
し
た
金
額
」
を
加
え
る
。



４

付
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。

一
　
第
一
条
中
文
京
区
特
別
区
税
条
例
第
四
十
九
条
第
二
項
に
た
だ
し
書
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
条
第
四
項
の
改
正
規
定
並

び
に
付
則
第
四
条
の
規
定
　
令
和
二
年
十
月
一
日

二
　
第
一
条
中
文
京
区
特
別
区
税
条
例
第
十
条
第
一
項
第
二
号
、
第
十
七
条
及
び
第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
改
正
規
定
並

び
に
同
条
例
付
則
第
二
条
の
二
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
第
三
項
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
条
（
次
号
に
掲
げ
る
改
正

規
定
を
除
く
。
）
、
次
条
並
び
に
付
則
第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
　
令
和
三
年
一
月
一
日

三
　
第
二
条
中
文
京
区
特
別
区
税
条
例
第
四
十
九
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
改
正
規
定
及
び
付
則
第
五
条
の
規
定
　
令
和
三
年
十
月

一
日

（
延
滞
金
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
特
別
区
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
付
則
第
二
条
の
二
の
規
定
は
、

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
の
期
間
に
対
応
す
る
延
滞
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
対
応
す
る
延

滞
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
区
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
条
例
の
規
定
中
区
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
令
和
二
年
度
以
後
の
年
度
分
の
区
民

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
元
年
度
分
ま
で
の
区
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
条
例
第
十
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
七
条
及
び
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
は
、
令
和
三
年
度
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以
後
の
年
度
分
の
区
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
二
年
度
分
ま
で
の
区
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
令
和
三
年
度
分
の
区
民
税
に
係
る
申
告
書
の
提
出
に
係
る
新
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
た

だ
し
書
中
「
地
震
保
険
料
控
除
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
地
震
保
険
料
控
除
額
、
ひ
と
り
親
控
除
額
（
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
五
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
二
百
九
十
二
条
第

一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
寡
婦
（
旧
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
旧
法
第
二
百

九
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
寡
夫
で
あ
る
第
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

４
　
新
条
例
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
支
払
を
受
け

る
べ
き
同
項
に
規
定
す
る
給
与
に
つ
い
て
提
出
す
る
同
項
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

５
　
新
条
例
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三

号
）
第
二
百
三
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
（
同
法
第
二
百
三
条
の
七
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
提
出
す
る
新
条
例
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
特
別
区
た
ば
こ
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
付
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ
た
葉
巻
た
ば
こ
に
係
る
特
別
区

た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
五
条
　
付
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ
た
葉
巻
た
ば
こ
に
係
る
特
別
区

た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
説
　
　
明
）

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
改
正
等
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し



６

ま
す
。



７

議
案
第
七
号

文
京
区
災
害
に
伴
う
応
急
措
置
の
業
務
等
に
従
事
し
た
者
に
対
す
る
損
害
補
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

令
和
二
年
六
月
四
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

文
京
区
災
害
に
伴
う
応
急
措
置
の
業
務
等
に
従
事
し
た
者
に
対
す
る
損
害
補
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

文
京
区
災
害
に
伴
う
応
急
措
置
の
業
務
等
に
従
事
し
た
者
に
対
す
る
損
害
補
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
七
月
文
京
区
条

例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
八
千
八
百
円
」
を
「
八
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
に
よ
り
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
」
の

下
に
「
（
以
下
「
事
故
発
生
日
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

付
則
第
三
条
の
四
第
五
項
第
二
号
及
び
第
六
項
並
び
に
第
四
条
第
七
項
第
二
号
及
び
第
八
項
中
「
百
分
の
五
」
を
「
事
故
発
生
日

に
お
け
る
法
定
利
率
」
に
改
め
る
。

付
　
則

（
施
行
期
日
等
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
災
害
に
伴
う
応
急
措
置
の
業
務
等
に
従
事
し
た

者
に
対
す
る
損
害
補
償
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
新
条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
文
京
区
災
害
に
伴
う
応
急
措
置



８

の
業
務
等
に
従
事
し
た
者
に
対
す
る
損
害
補
償
に
関
す
る
条
例
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
損
害
補
償
（
以
下
「
損
害
補
償
」
と

い
う
。
）
並
び
に
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
同
日
以
後
の
期
間
に
係
る
同
条
例
第
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
傷
病
補

償
年
金
、
同
条
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
障
害
補
償
年
金
及
び
同
条
第
六
号
イ
に
規
定
す
る
遺
族
補
償
年
金
（
以
下
「
傷
病
補
償
年

金
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
損
害
補
償
（
傷
病
補
償
年
金
等
を
除
く
。
）
及

び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
同
日
前
の
期
間
に
係
る
傷
病
補
償
年
金
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
説
　
　
明
）

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

補
償
基
礎
額
を
改
定
す
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。



９

議
案
第
八
号

文
京
区
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

令
和
二
年
六
月
四
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

文
京
区
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

文
京
区
介
護
保
険
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
文
京
区
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
令
和
元
年
度
及
び
」
を
削
り
、
「
二
万
七
千
百
円
」
を
「
二
万
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
令

和
元
年
度
及
び
」
を
削
り
、
「
二
万
七
千
百
円
」
を
「
二
万
千
七
百
円
」
に
、
「
四
万
千
六
百
円
」
を
「
三
万
二
千
五
百
円
」
に
改

め
、
同
条
第
四
項
中
「
令
和
元
年
度
及
び
」
を
削
り
、
「
二
万
七
千
百
円
」
を
「
二
万
千
七
百
円
」
に
、
「
五
万
二
千
四
百
円
」
を

「
五
万
六
百
円
」
に
改
め
る
。

付
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
収
入
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
場
合
等
に
お
け
る
保
険
料
の
減
免
の
特
例
）

第
八
条
　
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対

策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
が
死
亡
し
、
若
し
く
は
重
篤

な
傷
病
を
負
っ
た
場
合
又
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
そ
の
者
の
収
入
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
お
い

て
、
区
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
保
険
料
（
令
和
二
年
二
月
一
日
か
ら
規
則
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
に
納
期
限
（
特

別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
保
険
料
を
徴
収
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
の
日
）
の
到
来
す
る
も
の



１０

に
限
る
。
）
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
。

付
　
則

（
施
行
期
日
等
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
適
用
す
る
。

一
　
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
介
護
保
険
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
付
則
第
八
条
の
規
定
　
令
和
二
年
二

月
一
日

二
　
新
条
例
第
十
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
　
令
和
二
年
四
月
一
日

（
経
過
措
置
）

３
　
新
条
例
第
十
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
令
和
二
年
度
分
の
保
険
料
か
ら
適
用
し
、
令
和
元
年
度
以
前
の
年
度
分

の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
説
　
　
明
）

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
保
険
料
の
軽
減
措
置
を
拡
充
す
る
ほ
か
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
伴
い
、
保
険
料
の
減
免
に
係
る
特
例
を
設
け
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。



１１

議
案
第
九
号

文
京
区
自
転
車
駐
車
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

令
和
二
年
六
月
四
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

文
京
区
自
転
車
駐
車
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

文
京
区
自
転
車
駐
車
場
条
例
（
平
成
七
年
七
月
文
京
区
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

付
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
説
　
　
明
）

江
戸
川
橋
新
目
白
通
り
自
転
車
駐
車
場
を
新
設
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。





１３

議
案
第
十
号

文
京
区
建
設
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

令
和
二
年
六
月
四
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

文
京
区
建
設
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

文
京
区
建
設
事
務
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
文
京
区
条
例
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
５９
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

に
改
め
る
。

付
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



１４

（
説
　
　
明
）

手
数
料
の
徴
収
項
目
を
追
加
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。



１５

議
案
第
十
一
号

文
京
区
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

令
和
二
年
六
月
四
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

文
京
区
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

文
京
区
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
九
月
文
京
区
条
例

第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
次
項
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
区
」
を
「
区
長
」
に
改
め
、
同
項
第

三
号
中
「
こ
の
号
」
の
下
に
「
及
び
次
項
」
を
加
え
、
同
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中

「
区
」
を
「
区
長
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
　
区
長
は
、
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
整
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
よ
る
特

定
地
域
型
保
育
の
提
供
を
受
け
て
い
た
満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
を
優
先
的
に
取
り
扱
う
措
置
そ
の
他
の
特
定
地
域
型
保
育

事
業
者
に
よ
る
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
の
終
了
に
際
し
て
、
当
該
満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認

定
保
護
者
の
希
望
に
基
づ
き
、
引
き
続
き
必
要
な
教
育
・
保
育
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
き
は
、
前
項

第
三
号
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

付
則
第
四
条
中
「
区
」
を
「
区
長
」
に
、
「
五
年
」
を
「
十
年
」
に
改
め
る
。

付
　
則



こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
説
　
　
明
）

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
の
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

二
十
六
年
内
閣
府
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。

１６



１７

議
案
第
十
二
号

文
京
区
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

令
和
二
年
六
月
四
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

文
京
区
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

文
京
区
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
九
月
文
京
区
条
例
第
二
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
五
項
中
「
次
条
第
二
号
」
を
「
次
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
第
三
号
」
を
「
以
下
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
こ
の
号
」
を
「
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

２
　
区
長
は
、
法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
整
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
保
育
の
提
供
を

受
け
て
い
た
利
用
乳
幼
児
を
優
先
的
に
取
り
扱
う
措
置
そ
の
他
の
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
保
育
の
提
供
の
終
了
に
際
し
て
、

利
用
乳
幼
児
に
係
る
保
護
者
の
希
望
に
基
づ
き
、
引
き
続
き
必
要
な
教
育
又
は
保
育
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
じ
て

い
る
と
き
は
、
前
項
第
三
号
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
七
条
第
四
号
中
「
場
合
」
の
下
に
「
又
は
保
護
者
の
疾
病
、
疲
労
そ
の
他
の
身
体
上
、
精
神
上
若
し
く
は
環
境
上
の
理
由

に
よ
り
家
庭
に
お
い
て
乳
幼
児
を
養
育
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
」
を
加
え
、
「
区
」
を
「
区
長
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
中
「
区
」
を
「
区
長
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
中
「
第
六
条
第
一
号
及
び
第
二
号
」
を
「
第
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
に
改
め
る
。



１８

付
則
第
三
条
中
「
区
」
を
「
区
長
」
に
、
「
第
六
条
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
、「
五
年
」
を
「
十
年
」
に
改
め
る
。

付
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
説
　
　
明
）

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
一
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。



１９

議
案
第
十
三
号

文
京
区
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

令
和
二
年
六
月
四
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

文
京
区
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

文
京
区
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
九
月
文
京
区
条
例
第
二
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
三
項
中
「
指
定
都
市
」
の
下
に
「
若
し
く
は
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
」
を
加
え
る
。

付
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
説
　
　
明
）

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
三
号
）
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。





２１

議
案
第
十
四
号

文
京
区
立
明
化
小
学
校
等
改
築
工
事
請
負
契
約

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

令
和
二
年
六
月
四
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修
　
　
　
　

文
京
区
立
明
化
小
学
校
等
改
築
工
事
請
負
契
約

文
京
区
立
明
化
小
学
校
等
改
築
工
事
施
行
の
た
め
、
左
記
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。

記

一
　
契
約
の
目
的
　
　
文
京
区
立
明
化
小
学
校
等
改
築
工
事

二
　
契
約
の
方
法
　
　
制
限
付
き
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
契
約

三
　
契

約

金

額
　
　
金
五
十
三
億
八
千
二
百
三
十
万
円

四
　
契
約
の
相
手
方
　
　
飛
島
・
小
野
組
・
伊
藤
工
業
建
設
共
同
企
業
体

構
成
員
（
代
表
者
）

東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
八
番
十
五
号

飛
島
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
　
乘
京
正
弘

構
成
員
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
文
京
区
後
楽
一
丁
目
一
番
十
三
号

株
式
会
社
小
野
組

代
表
取
締
役
社
長
　
小
野
敬
語

構
成
員
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
文
京
区
本
郷
二
丁
目
三
十
一
番
十
号



２２

伊
藤
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
　
佐
々
木
淳
子

（
説
　
　
明
）

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
。

（
参
　
　
考
）

一
　
工
　
　
　
期
　
　
契
約
締
結
の
翌
日
か
ら
令
和
八
年
十
月
三
十
日
ま
で

二
　
支
出
科
目
等
　
　
令
和
二
年
度
　
一
般
会
計
　
教
育
費
　
学
校
教
育
費

令
和
三
年
度
　
債
務
負
担
行
為

令
和
四
年
度
　
債
務
負
担
行
為

令
和
五
年
度
　
債
務
負
担
行
為

令
和
六
年
度
　
債
務
負
担
行
為

令
和
七
年
度
　
債
務
負
担
行
為

令
和
八
年
度
　
債
務
負
担
行
為



２３

議
案
第
十
五
号

和
解
及
び
損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

令
和
二
年
六
月
四
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

和
解
及
び
損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て

文
京
区
は
、
左
記
の
と
お
り
和
解
の
上
、
損
害
を
賠
償
す
る
。

記

一
　
賠
償
の
理
由
　
　
令
和
元
年
五
月
二
十
日
、
東
京
都
文
京
区
小
石
川
一
丁
目
九
番
六
号
先
路
上
に
お
い
て
、
文
京
区
所
有
の
清

掃
小
型
プ
レ
ス
車
に
よ
る
自
動
車
事
故
が
発
生
し
、
相
手
方
に
損
害
を
与
え
た
た
め

二
　
和
解
の
内
容
　
　
治
療
費
、
慰
謝
料
、
車
両
修
理
代
及
び
代
車
代
を
文
京
区
が
負
担
す
る
。

三
　
賠
償
金
額
　
　
金
百
七
万
九
千
七
百
二
十
円

四
　
相
　
手
　
方
　

（
説
　
　
明
）

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提

出
い
た
し
ま
す
。




